はじめに

　社会福祉のあり方を大きく転換させることとなった社会福祉基礎構造改革の基本的視点は、社会福祉法第3条に明文化されている「個人の尊厳を旨とした良質かつ適切なサービスの保障」であり、利用者の意向を尊重した様々な角度からの「自立支援」であるといえます。平成17年10月に成立した「障害者自立支援法」は法律の名称に初めて自立という言葉が使われており、地域生活への移行支援が重点施策として打ち出されています。

　救護施設の根拠法である生活保護制度については、平成16年12月15日に報告がなされた「生活保護制度の在り方に関する専門委員会」において、制度見直しの基本的視点は「利用しやすく自立しやすい制度」への転換であると答申されました。その結果、平成17年度より順次、自立支援プログラムの導入、保護水準の是正、長期生活支援資金制度の創設等制度の改正がなされています。また保護施設の在り方についても、自立支援プログラムとの関連において地域生活移行支援や居宅生活者の生活訓練の場として活用することについて検討することが重要であるとまとめられました。

全国救護施設協議会では、これまでに全救協が行ってきた在り方の検討結果を踏まえ、このように大きく変わろうとしている障害者福祉施策の動向などを見据え、新たな視点で検討することを目的に平成18年1月、本委員会を設置しました。本委員会では、①今後の救護施設の方向性、在り方についてどう考えるか、②救護施設の役割・機能をどう捉え、どのように救護施設の特徴を発揮するか、③救護施設ならではの専門性、サービスの質をさらに高めるためにはどうするのか、を基本スタンスとして検討を重ねてきました。

本指針では救護施設がこれまでに果してきたセーフティネット機能を維持・継続しつつ、これからの時代に救護施設が果すべき役割を明確にするため、1）セーフティネット機能の強化と、2）地域生活移行支援機能の強化を提案しています。

今後本指針の具現化に向けて、全救協としては具体的手法等の検討を進める予定です。それらを踏まえ、救護施設が共通認識のもと、新たな時代の救護施設運営を展開していくべく邁進いたします。

平成１9年4月

全国救護施設協議会　会　長　森　好明

救護施設のあり方に関する特別委員会　委員長　大塚晋司

